
会社名

代表者

現場責任者

連絡先

場所

タイトル

内容

レイアウト

使用期間 年 月 日 から 年 月 日 まで

営業時間 各日 時 分 から 時 分 まで

設営時間 各日 時 分 から 時 分 まで

撤去時間 各日 時 分 から 時 分 まで

備　　考

支払金額

支払方法

販売商品に

関する責任

　＜注意事項＞

　　　①申込者　　　①申込者(以下「乙」とする)は駿府ホリノテラス(以下「本施設」とする)における営業管理規則、その他申受人(以下「甲」とする)の	指示及び注意事項を遵守する。

　　　②甲は乙に対し出店終了後、遅滞なく請求書を発行するものとする。尚、請求書発行元は御伝鷹まちづくり株式会社とし、振込手数料は出店者負担とする。

　　　③乙は次の行為を行ってはならない。

　　　　　・本施設使用の権利を譲渡、転貸したり、目的外に使用すること。

　　　　　・指定場所以外での営業及び物品の陳列または放棄すること。

　　　　　・重量物、嵩高物の搬入、爆発物その他の危険物、その他他人に迷惑を及ぼす物品を持ち込むこと。

　　　　　・営業日または営業時間に休業すること。若しくは営業時間外に営業し、その他の目的に使用すること。

　　　　　・物品の販売及びサービスの提供に関し、甲の許可なく、顧客の個人情報の収集・利用提供を行うこと。

・その他、甲により禁止された行為を行うこと。

　　　④乙は次の場合、使用制限または使用中止となる場合がある事をあらかじめ承諾する。

　　　　　・乙の会社の取締役もしくは使用人が暴力団その他暴力的集団構成員またはこれに準ずる者など反社会的帝力に属するものと判明したとき。

　　　　　・乙が公の秩序を乱し、または、善良の風俗を害する怖れのあるとき。

　　　　　・乙が本施設及び備品を毀損滅失させる怖れのあるとき。

　　　　　・乙の使用による大音量の発生など管理上支障があると判断されるとき。

　　　　　・乙が不正な手段により使用の許可を受けた場合。

　　　　　・やむを得ない事由等により会場の使用が出来ないとき。

　　　　　・その他使用の継続が適当でないと認められるとき。

　　　⑤乙は什器・機材搬入及び設営・撤去作業等を行う場合、甲指定の作業届を提出する。

　　　⑥本申請書の受領後、乙の都合により使用をキャンセルする場合、甲の定めるキャンセルポリシーに従いキャンセル料を支払うものとする。

　　　⑦乙は本施設使用期間中における中途解約が無いことを承諾する。

　　

支払い金額支払い金額(請求料金) 円円(税込)

上記内容を確認の上、許可致します。

申受人 年 月 日

〒〒420-0859 〒〒420-0839

静岡県静岡市葵区伝馬町静岡県静岡市葵区伝馬町10番地4 静岡県静岡市葵区鷹匠一丁目１４番５号　静鉄鷹匠ビル３階

御伝鷹まちづくり株式会社 　静鉄プロパティマネジメント株式会社

　　  TEL：090-1789-6695 　　　　TEL：054-266-7016

　　　　FAX：054-273-7200 　　　　FAX：054-254-9199　

□駿府ホリノテラス水辺デッキ　　　　　□駿府ホリノテラス水辺デッキ　　　　　□レンタルスペースOHAKO‐ZA

利用内容

別紙「レイアウトイメージ」にて提出する。

日程

条件

支払金額は別紙記載の通りとする。

□現金（利用日当日、現金持参のうえ、支払うものとする。□現金（利用日当日、現金持参のうえ、支払うものとする。)

□銀行振込（請求書発行から□銀行振込（請求書発行から1週間以内に指定の口座へ振り込むものとする。）

申込者は、誠実に業務を遂行するものとし、販売商品及び提供するサービスについて顧客に対し負担する責任は一切申込者が引受けるものとする。

申受人　記入欄

※原則、当日設営

駿府ホリノテラス　使用申請書

下記注意事項を承諾の上、申込みます。 申込日 西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日

申込者

住所
〒

実印

TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　																			FAX：　　　　

※原則、当日撤去

許可

御伝鷹まちづくり株式会社 マネージャー 担当者


